
平
成
十
五
年
内
閣
府
令
第
六
十
六
号

食
品
安
全
委
員
会
令
第
一
条
第
一
項
の
内
閣
府
令

で
定
め
る
と
き
を
定
め
る
内
閣
府
令

食
品
安
全
委
員
会
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十

三
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
安
全
委

員
会
令
第
一
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
き
を
定

め
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

食
品
安
全
委
員
会
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
二
百
七

十
三
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
き
と
す
る
。

一
　
食
品
、
添
加
物
等
の
規
格
基
準
（
昭
和
三
十
四
年
厚

生
省
告
示
第
三
百
七
十
号
）
第
１
　
食
品
の
部
Ａ
　
食

品
一
般
の
成
分
規
格
の
項
第
二
款
に
規
定
す
る
手
続
を

定
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
同
款
の
規
定
に
よ
る
組
換
え

Ｄ
Ｎ
Ａ
技
術
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
生
物
に
つ
い
て
の
安

全
性
審
査
を
行
お
う
と
す
る
と
き
、
同
項
第
三
款
に
規

定
す
る
手
続
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
同
款
の
規
定

に
よ
る
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
技
術
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
微
生

物
を
利
用
し
て
製
造
さ
れ
た
物
に
つ
い
て
の
安
全
性
審

査
を
行
お
う
と
す
る
と
き
、
同
部
Ｂ
　
食
品
一
般
の
製

造
、
加
工
及
び
調
理
基
準
の
項
第
六
款
の
規
定
に
よ
り

基
準
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
第
２
　
添
加
物
の
部

Ｄ
　
成
分
規
格
・
保
存
基
準
各
条
の
項
に
規
定
す
る
手

続
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
組

換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
技
術
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
生
物
を
利
用
し

て
製
造
さ
れ
た
物
に
つ
い
て
の
安
全
性
審
査
を
行
お
う

と
す
る
と
き
、
又
は
同
部
Ｅ
　
製
造
基
準
の
項
第
三
款

の
規
定
に
よ
り
基
準
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
。

二
　
農
薬
取
締
法
第
四
条
第
一
項
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま

で
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
基
準
（
昭

和
四
十
六
年
農
林
省
告
示
第
三
百
四
十
六
号
）
第
一
号

イ
又
は
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
り
基
準
を
定
め
よ
う
と

す
る
と
き
。

三
　
飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省

令
（
昭
和
五
十
一
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
別
表
第

１
の
１
の
（
１
）
の
シ
の
規
定
に
よ
る
定
め
を
し
よ
う

と
す
る
と
き
、
同
シ
の
規
定
に
よ
る
飼
料
の
安
全
性
に

つ
い
て
の
確
認
を
行
お
う
と
す
る
と
き
、
同
シ
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
り
基
準
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
同

ス
の
規
定
に
よ
る
定
め
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
同
ス

の
規
定
に
よ
る
飼
料
の
安
全
性
に
つ
い
て
の
確
認
を
行

お
う
と
す
る
と
き
、
同
表
の
１
の
（
２
）
の
コ
の
規
定

に
よ
り
基
準
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
別
表
第
２
の

２
の
規
定
に
よ
る
定
め
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
同
２

の
規
定
に
よ
る
飼
料
添
加
物
の
安
全
性
に
つ
い
て
の
確

認
を
行
お
う
と
す
る
と
き
、
同
２
た
だ
し
書
の
規
定
に

よ
り
基
準
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
又
は
同
表
の
３
の

（
７
）
の
規
定
に
よ
り
基
準
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
。

附
　
則

こ
の
府
令
は
、
食
品
安
全
基
本
法
（
平
成
十
五
年
法

律
第
四
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
七
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
月
四
日
内
閣
府
令
第

一
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
二
五
日
内
閣
府
令

第
二
四
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
五
月
二
六
日
内
閣
府
令

第
六
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
八
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
八
月
二
八
日
内
閣
府
令

第
四
四
号
）

こ
の
府
令
は
、
消
費
者
庁
及
び
消
費
者
委
員
会
設
置

法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
九
月
一
日
）
よ
り
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
六
月
二
六
日
内
閣
府
令

第
四
〇
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
一
月
二
六
日
内
閣
府

令
第
六
六
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
一
月
三
〇
日
内
閣
府

令
第
五
三
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
三
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
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